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第 １ 編  基  本  編
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１ 災害時要援護者支援マニュアルの趣旨

宮城県では、昭和 53 年 6 月 12 日に発生した「宮城県沖地震」を始め、平成 15 年

には、5月に「三陸南地震」、7月に「宮城県北部連続地震」と二度の大きな地震が

発生しました。

また、平成 17 年 8 月にも「８．１６宮城地震」が発生するなど、本県での地震発

生頻度は大変高いものとなっております。

国の地震調査委員会が発表している宮城県沖を震源とする地震の発生確率値によ

れば、今後 10 年以内では約 60％、20 年以内では約 90％、30 年以内では実に約 99％

という高い確率での発生が予想されております。

このような地震などの災害が発生した場合に

は、高齢者や障害者などの、いわゆる「災害時

要援護者」は、その身体的特性などにより、一

般的に健常者よりも対応能力が低く、必要な情

報が得られずに避難対応が遅れたり、自力避難

が困難となったりすることなどが想定され、結

果として大きな被害を受ける可能性が非常に高

いと考えられます。

このため、国においては、災害時要援護者に

対する避難支援体制構築に向けた地方自治体の

積極的な取り組みを促進するため、平成 17 年 3 月に「災害時要援護者の避難支援ガ

イドライン」を策定し、平成 18 年 3 月には内容をさらに充実させた同ガイドライン

改訂版が策定されました。

本市においても高齢者、障害者などの要援護者が年々増加傾向にあることから、

災害時におけるこれら要援護者の支援体制について万全を期すため「登米市災害時

要援護者支援マニュアル」を策定するものです。
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２ 災 害 時 要 援 護 者 登 録 制 度 の 創 設

災害による被害を未然に防止するためには、日ごろの防災対策が不可欠であり、

平常時における防災対策の有無が被害の規模を大きく左右します。

このため、一人暮らしの高齢者や重度の障害

者など、日常生活の中で手助けを必要とする人

に対して、災害時に地域の中で支援を受けられ

るように「要援護者登録制度」を創設し、災害

発生時における要援護者の安否確認や迅速かつ

的確な避難支援の実施を図るため、平常時から

要援護者に関する情報の把握、防災情報伝達手

段や体制の整備および避難誘導などの支援体制の整備について、積極的に取り組む

こととしたものです。

３ 災害時要援護者支援マニュアルの対象とする災害時要援護者

災害が発生した場合には、すべての被災住民が援護を必要とする状態になります

が、このマニュアルの対象となる災害時要援護者は、必要な情報を迅速かつ的確に

把握し、災害から自らを守るために安全な場所に避難するなど、災害時において適

切な防災行動をとることが特に困難な人々です。

理解能力や判断力を持たない乳幼児、体力的な衰えのある高齢者などの社会的弱

者や我が国の地理や災害に対する知識が低く、日本語の理解も十分でない外国人な

ども挙げられます。

① 65歳以上の一人暮らしの方・高齢者世帯の方

② 在宅で寝たきり・認知症（おおむね要介護３以上）の方

③
在宅の身体障害者

（肢体不自由 1級 ～ 2級、視覚 1級～ 2級、聴覚 1級～2級）

④ 知的障害者（療育手帳A・B）

⑤ 精神障害者（1級～2級）

⑥ 内部障害者（心臓機能障害・じん臓機能障害・呼吸器機能障害等）

⑦ 難病者（筋委縮性側索硬化症等）

⑧ 乳幼児・児童（0歳～9歳）

⑨ その他支援が必要と思われる人（妊産婦・外国人等）
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４ 災 害 時 要 援 護 者 の 特 徴

災害時要援護者には、適切な防災行動をとること

が困難となる個々の特徴があります。

その特性は個人差も大きく程度も千差万別ですが

主な特徴などは次のようなものです。

区   分 避難行動等の特徴 配慮を要する主な事項

一人暮らし高齢者
体力が衰え行動機能が低下

しているが、自力で行動できる。

情報伝達・救助・避難誘導な

どの支援者の確保が必要。

ねたきり等高齢者

自力での行動ができない。

自分の状況を人に伝えること

が困難。

ストレッチャーなどの移動用

具と援助者の確保が必要。

医療機関との連絡体制が必要

高

齢

者

認知症高齢者

自分で危険を判断し行動する

ことが困難。

自分の状況を人に伝えること

が困難。

避難誘導などの支援者の確

保が必要。

視覚障害者

視覚による状況の把握が困

難。

災害時には住み慣れた地域

でも状況が一変するため、単独

では素早い避難行動ができな

い。

音声による情報伝達および

状況説明が必要。

避難誘導などの支援者の確

保が必要。

聴覚障害者

言語障害者

音声による避難誘導の指示が

認識できない。

視界外の危険の察知が困難。

自分の状況などを言葉で知らせ

ることができない。

正面から口を大きく動かして

話たり、身振り、手話、筆談、

図、絵など視覚による情報伝

達が必要。

避難誘導などの支援者の確

保が必要。

肢体不自由者
自力歩行や素早い避難行動

が困難な場合が多い。

車イスなどの移動用具と援

助者の確保が必要。

身

体

障

害

者

内部障害者

自力歩行や素早い避難行動

が困難な場合が多い。

人工透析などの医療的援助

や常時使用する医療機器（人工

呼吸器、酸素ボンベなど）、医薬

品が必要となる。

車イス、ストレッチャーなどの

移動用具と援助者の確保が必

要。

医療機関との連絡体制や医

薬品の確保が必要。
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区   分 避難行動等の特徴 配慮を要する主な事項

知的障害者

自分で危険を判断し行動すること

が困難。

急激な環境の変化により精神的

な動揺が見られる場合がある。

避難誘導などの支援者の確

保が必要。

常に話しかけるなど、気持ち

を落ち着かせながら安全な場

所へ誘導し、精神的に不安定

にならないような対応が必要。

精神障害者

災害発生時には精神的動揺が激

しくなる場合があるが、多くは自分で

危険を判断し、行動することができ

る。

普段服用している薬が必要となる。

気持ちを落ち着かせることが

必要。服薬を継続するため、本

人および援助者は薬の名前、

用量を知っておくことが必要。

医療機関との連絡体制が必

要。

難病患者

自力歩行や素早い避難行動が困

難な場合が多い。

人工透析などの医療的援助や常

時使用する医療機器（人工呼吸器、

酸素ボンベなど）、医薬品が必要とな

る。

車イス、ストレッチャーなどの

移動用具と援助者の確保が必

要。

医療機関との連絡体制や医

薬品の確保が必要。

妊産婦
行動機能が低下しているが、自分

で判断し行動できる。

避難誘導などの支援者の確

保が必要。

乳幼児・児童

危険を判断し行動する能力はな

い。４～５歳を過ぎれば、自己対応能

力が備わってくる。

保護者の災害対応力を高め

ておくことが必要。

被災により保護者などが養

育することが困難な場合の対

応が必要。

外国人

日本語での情報が十分理解でき

ない場合がある。

多言語による情報提供が必

要。
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５ 災害時要援護者支援の体制整備

① 基 本 的 な 考 え 方

災害発生時において災害時要援護者の安全を確保するためには、災害時要援護者

のそれぞれの状況により障害の内容や、程度などに応じた的確な支援が必要となり

ます。

このため、地域においては、災害時要援護者の状況把握や、地域住民同士による

支援体制づくりなど、平常時からの取り組みを進めていくことが基本となります。

多くの災害時要援護者が入所している社会福祉施設等（社会福祉施設、介護老人

保健施設、病院）は、施設利用者の安全確保など適切な対応を図るため、平常時か

ら防災体制の整備に心がける必要があります。

また、災害発生時に被害を受けなかった場合には、行政と連携することにより、

災害時要援護者支援の拠点となることが求められています。

阪神・淡路大震災の事例で家屋の下敷きになっ

た人などの９割以上が地域住民などの手で救出さ

れております。

災害発生後、行政、消防及び警察などによる支

援体制が整うまでには一定の時間を要するため、

災害発生直後における要援護者に対する支援につ

いては、地域住民による対応が極めて重要です。

このため、災害時要援護者の迅速かつ的確な避難を実施するため「災害時要援護

者避難支援プラン」を作成するものとします。

また、このプランを実効性のあるものとするために、地域の自主防災組織などの

組織率を向上させるとともに活動の活性化を図っていくことが必要です。
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災害時要援護者を地域で支え合いましょう

② 支 援 体 制

災害時には、膨大な災害関連業務が発生することが予想されます。

そのような中においても、災害時要援護者に対する支援が適切に行われるよう、

事前に支援体制を確立し、災害時要援護者にかかる情報の伝達や安否確認、避難所

における支援などが実施できるようにしておきます。

                                

③ 関係団体等との協力関係

災害時には、警察、消防、県保健福祉事

務所などの行政機関や自主防災組織、行政

区、登米市民生委員児童委員、登米市身体

障害者相談員、登米市知的障害者相談員などの各相談員、登米市社会福祉協議会、

市内各地区老人クラブ、障害者団体などの福祉関係者・関係団体とが協力して災害

時要援護者の支援にあたることとなります。

特に、人工透析を受けている方、在宅で酸素吸入している方などは、医療行為が

受けられなくなると生命にかかわることから、市内（地域）の医療機関との連携を

図ります。

このため、日ごろから、これらの団体等が連携をとり、災害時における協力体制

を確立しておきます。
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④ 広 域 応 援 体 制

災害の規模によっては、地域全体が被災し、登米市

のみでは円滑な災害時要援護者支援を行うことができ

ないこともあるため、大規模災害時における応援協定

等（宮城県広域消防相互応援協定に基づく応援要請）

により他の市町村などとの広域応援体制を確保します。

１ 災害時要援護者の所在把握と情報の適切な管理

災害時において、災害時要援護者の所在や安否を確認し、適切な援助を迅速に行

うためには、平常時から所在や実情を把握しておくことが必要ですが、個人のプラ

イバシーの保護との関係にも十分配慮し、自主防災組織、行政区長、民生委員児童

委員、地域支援者、地域包括支援センターなどの協力の元に実情を把握します。

①災害時要援護者の所在把握の方法

登米市や自主防災組織などにおいて、災害時要援護者の所在を把握し、その情報

を元に災害時要援護者台帳などを整備することにより、平常時における事前対策の

検討や防災訓練への反映も可能となり、また、災害発生時には、災害時要援護者へ

の支援のために有効活用することができるようになります。

災害発生直後の災害時要援護者に対する支援は、家族や地域住民が中心となるこ

とから、地域住民同士が助け合うことができるよう、日ごろから地域における災害

時要援護者の状況を地域住民が把握し、地域全体でバックアップできるような体制

づくりを防災訓練などにより整備をしておきます。

このため、行政区（自治会）などにおいて、避難所や災害時の危険個所、災害時

要援護者の住居などについて住民等が協力し合って確認し、自主防災組織、民生委

員児童委員を活用した防災マップなどを作成します。

ただし、情報収集にあたっては、災害時要援護者本人または家族の理解と同意を

得て行わなければならないため台帳の様式の統一化、更新、開示のルール化を図り、

情報の管理体制を明確にしたうえで、情報収集します。
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登米市では、災害時要援護者の所在を把握する方法として３つの方式により実情

を把握します。

① 手上げ方式

災害時要援護者本人が自分の意思で、要援護者登録制度に登録する方法。

② 同意方式

行政区長、民生委員児童委員、自主防災組織、福祉活動推進員、関係団体（障

害者団体、老人クラブ）などの協力のもとに要援護者を調査し本人の同意のもと

に要援護者登録制度に登録する方法。

③ 情報共有方式（市がすでに把握している情報を活用する方法）

市が把握している要援護者情報を、警察、消防、消防団などの防災関係機関や民

生委員児童委員、行政区長と共有する方法。

①災害時要援護者支援プランの作成

市は、災害時要援護者に関する情報をもとに、災害時

要援護者避難支援プラン（以下「避難支援プラン」とい

う。）を自主防災組織、行政区、民生委員児童委員、包

括支援センター、ケアマネージャーなどの協力を得なが

ら作成します。

②避難支援プランの構成・対象範囲等

避難支援プランは、市の災害時要援護者に関する全体的な考え方と災害時要援護

者一人ひとりに対する個別計画で構成するものとする。

全体的な考え方には、避難支援対象者特定の考え方、支援に関する自助・共助・

公助の役割分担の内容、支援体制などについて、地域の実情に応じ内容を記述しま

す。

なお、対象者の範囲は登米市災害時要援護者登録制度実施要綱第２条の対象者と

する。

・６５歳以上の一人暮らしの方・高齢者世帯の方

・在宅で寝たきり、認知症（おおむね要介護度３以上）の方

・身体障害者（１級～２級）

・知的障害者（療育手帳Ａ・Ｂ）

・精神障害者（１級～２級）

・内部障害、難病者
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また、地域支援者については、自主防災組織、行政区組織、消防団、福祉関係者

などと連携し、個々の災害時要援護者に対する地域支援者を明確化します。

※ 地域支援者とは                    

災害発生時に災害時要援護者の安否確認や避難を支援し、災害時要援護者を

避難所などまで誘導する役割を担う。あらかじめ、個々の災害時要援護者に対

応する地域支援者を明確化しておくことが重要です。
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手 上 げ 方 式

登米市広報・チラシなどで災害時要援護者登録制度の周知

・調査対象者

・希望者

             本人の自発的な意思による登録 （様式１申請書提出）

・希 望 者      申請は本人以外の下記の

                             方にもお願いできます。

                               区 長

                               自主防災組織長

                               保健活動推進員

                                福祉活動推進員

                               民生委員児童委員

                      

                            取りまとめは

                                各総合支所

市民福祉課

     台 帳 登 録

          台帳の提供                  台帳の提供

                  協 力  

・自主防災組織など          ・民生委員児童委員

  ・地域支援者（近隣住民）

避難支援プラン作成

普 段 の 見 守 り

災 害 時 の 支 援
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同 意 方 式

登米市広報・チラシなどで災害時要援護者登録制度の周知

       民生委員児童委員・包括支援センター・福祉活動推進員

                      災害時要援護者宅を訪問

               ・調査対象者を

訪問、制度説明

               本 人 同 意 申 請

                           （様式１申請書提出）

                               

                                                

                                 

               台 帳 登 録   

                 

                

       台帳の提供                  台帳の提供

              協力

・自主防災組織など              ・民生委員児童委員

・地域支援者（近隣人）                        

避難支援プラン作成

普 段 の 見 守 り

災 害 時 の 支 援
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関係機関共有方式

登米市個人情報の目的外利用・第三者提供可能規定を活用

   生活福祉課・長寿介護課・子育て支援課

健康推進課・国民年金課・総合支所市民福祉課

                      

    要援護者情報                 要援護者情報

              

                  ・調査対象者

       

    台 帳 登 録    

                 

                

     情報の共有                 情報の共有

                 

              

防災関係機関   登 米 市  行政区長  民生委員児童委員

                      

災 害 時 の 支 援
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④ 情 報 の 共 有 と 管 理

（１）手上げ方式・同意方式の情報

把握した災害時要援護者に関する情報は、避難支援プランの作成、避難訓練、災

害時の安否確認、避難所での支援などに活用するため、防災関係機関のほか、自主

防災組織・行政区（自治会など）に提供するものです。

自主防災組織、行政区は代表者が厳重に情報を管理するものとします。

（２）関係機関共有方式の情報

個人のプライバシー保護の観点から、共有する機関・団体については、市、警察、

消防、消防団などの防災関係機関や民生委員児童委員、行政区長など法律上の守秘

義務のある者に限るものとします。

（３）情報の更新

要援護者情報は、定期的に総合支所市民福祉課、福祉事務所長寿介護課で更新し、

管理するものとします。

２ 避難誘導、安否確認などの支援体制づくり

災害発生直後に、行動などに制約のある災害時要援護者の避難誘導を迅速に行う

ためには、同居の家族のほか、地域支援者、近隣住民の積極的な協力が必要です。

また、被災者の安否確認などを市が中心となって行う際には、災害時要援護者の

プライバシーを確保しながら、地域支援者や地域住民、民生委員児童委員、地域包

括支援センター、社会福祉協議会、保健活動推進員、福祉活動推進員などの協力を

得ることとします。

① 関係機関との役割分担

災害時の避難誘導、安否確認などを

適切に行うためには、地域住民の協力

が不可欠であるため、自主防災組織、

行政区(自治会・町内会)など、民生委

員児童委員、社会福祉協議会、地域包

括支援センター、福祉活動推進員、保

健活動推進員、身体障害者相談員、知的障害者相談員などと連携を図り、災害発生

時に、具体的にどのような支援を行うのかという役割分担や、各機関が確認した安

否情報、避難誘導の経過や結果の情報の集約方法などについて、共通認識を持って
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おきます。

◎自主防災組織  

災害時要援護者登録制度登録者の安否確認、救助、避難誘導活動

安否確認などの情報連絡、初期消火活動。

◎行政区（自主防災組織未組織）

災害時要援護者登録制度登録者の安否確認、避難誘導活動

安否確認などの情報連絡

◎民生委員児童委員

災害時要援護者登録制度未登録者の安否確認、避難誘導活動

安否確認などの情報連絡、避難所での担当地区要援護者の安否確認

◎社会福祉協議会

  災害ボランティアセンターの設置、災害ボランティア申し出の受付、被災者な

どからの支援要請の受付、ＮＰＯみやぎ災害救援ボランティアセンターとの連

絡調整、ボランティア団体の連絡・調整、ボランティア派遣計画作成・調整

◎地域包括支援センター

総合支所、居宅介護支援事業所などと連携し、要援護者の安否確認や避難情報

の収集と提供

◎保健活動推進員

自主防災組織と連携して災害時要援護者登録制度登録者の安否確認、避難誘導

活動

◎福祉活動推進員

自主防災組織と連携して災害時要援護者登録制度登録者の安否確認、避難誘導

活動

◎消防団

登米市消防団地震災害活動計画に基づき、出火防止の呼びかけ及び初期消火、

人命救出活動、避難の誘導、適格な情報収集と報告など市民と一体となった活

動



16

② 避難誘導の支援体制整備

在宅の災害時要援護者を適切に安全な場所へ

避難誘導するためには、平常時から近隣のネ

ットワークづくりを進め、地域住民同士の協

力関係をつくることが重要です。

自主防災組織が組織されている地域においては、自主防災組織を中心として、災

害時要援護者の避難計画(避難支援プラン)の作成や訓練の実施などを行うことによ

り、支援体制整備を図ります。

自主防災組織の結成されていない地区では、行政区長、民生委員児童委員を中心

に、災害時要援護者の避難計画(避難支援プラン）の作成や訓練の実施などを行うこ

とにより、支援体制整備を図ります。

また、災害時要援護者自身からも、災害発生時における助力を地域住民に積極的

に依頼するなど、地域住民との協力体制を構築するよう働きかけていきます。

さらに、避難所などの所在地を示す避難誘導標識や避難地案内板の設置を進める

とともに、外国人でも分かるよう外国語による表示やひらがな、カタカナ表記もす

るなどの配慮に努めていきます。
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避 難 ま で の 流 れ

水害発生                 地震発生

地  域

震度5強以上の地震が起きたときは

        情

報               

市 災 害 対 策 本 部 ・ 各 総 合 支 所

報  告

連

絡

防災行政無線・戸別受信機で放送 行政

区長・自主防災組織会長へは電話等

連

絡

自主防災組織・行政区・民生委員

連

絡

地 域 支 援 者       地 域 支 援 者

                           

  安否確認・情報提供           

避難誘導・救助活動

登 録 者               

   避 難 所

※避難所での安否

確認、支援

・福祉活動推進員

・保健活動推進員

・地域包括支援セン

ター

自主防災組織

近 隣住 民 の

支    援
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③ 安否確認情報の収集体制

市の社会福祉施設などについて、どのような施設であるか、利用者はどれくらい

かなどの情報を把握しておくとともに、日ごろから協力関係をつくることにより、

災害発生時には各施設から安否確認情報が得られるよう体制を整備しておきます。

また、ホームヘルプサービスなどの在宅福祉サービスの提供を受けている在宅の

災害時要援護者やグループホームなどで生活している災害時要援護者の安否確認情

報についても、介護支援事業所等との連携により、入手できる体制を整備し、高齢

者や障害者などについては、関係団体（障害者団体、患者団体、老人クラブなど）

による安否確認も併せて行うことにより、確認もれを防ぐことができるため、日ご

ろからこれらの関係者などと連携を図っておきます。

さらに、外国人が、勤務、滞在する企業、ホテルや旅館などからも情報が得られ

るよう連携を図り、外国人が勤務する会社などを事前に調査しておきます。

④ 安 否 情 報 確 認 の 流 れ

災害時に自主防災組織会長（区長）が把握した要援護者の安否情報の確認・

報告手段である電話などの通信回線が使えなくなるおそれがあります。

また、同時に災害現場が混乱し報告ができない状況になることも想定されま

す。

市では、安否状況を迅速かつ的確に把握するため、地域支援者の皆さんには、

震度５強以上の地震が発生した場合は、市からの連絡を待たずに自主的に安否

確認に努めていただく流れにしております。
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              災 害 時 要 援 護 者

安

否

確

認

・地域支援者 ・民生委員児童委員 ・その他

                  

報

告

自主防災組織（互助）会長 ・区 長

安否

確認

情報

市民福祉課 市民福祉係         

               報告

災害対策本部・市民生活部

※原則は電話で確認します。

ただし、電話回線が使えない

ときは、自主防災組織の情報

連絡員または区長などに最寄

りの総合支所に安否確認情報

を報告願います。

・福祉活動推進員

・保健活動推進員

・地域包括支援

センター

・介護支援事業所

震度５強以上の地震が

起きたときには、連絡を

待たずに自主的に安否

確認を行ってください。
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３ 地域コミュニティと防災意識の醸成

災害発生直後の災害時要援護者への地域住民の

支援については、平常時における近隣との関係の

差異が初期救援の明暗を分けると言われており、

日ごろから災害時要援護者と地域住民とのコミュ

ニケーションを密にし、災害時における支援意識

の醸成を図ることが重要です。

また、市は災害時要援護者本人や家族、社会福祉施設などの管理者などに対し、防

災知識の普及、啓発に努めるとともに、災害時要援護者対策も含めた防災訓練を実

施していきます。

① 災害時要援護者およびその家族に対する周知

災害発生時は、近隣すべてが被災者という状況であり、周囲の人と協力して自分

の身は自分で守ることを基本として、必要な準備について、災害時要援護者本人や

家族に対し周知します。

外国人に対しては、日本の災害の特徴および災害発生時の対応、避難場所などを

記載したパンフレットなどを多言語で作成し、外国人登録申請時に配布・説明する

よう努めるなど、情報提供に努めます。

災害時要援護者などの準備としては、まず、「自分でできること、できないこと」

「望んでいる支援や対応、必要とする支援」などについて、周囲の人たちに的確に

伝えることができるよう防災カードを常に携帯するなどの準備をしておくことが大

切です。

また、家具を固定したり、ガラスが割れて飛び散らないようフィルムを貼るなど

の家の中の安全対策をすすめ、非常持ち出し品として最低３日間分程度の食糧や飲

料水のほか、必要な介護用品、粉ミルク、医薬品などを準備しておきます。

② 地 域 住 民 に 対 す る 周 知

地域における防災対応力の向上を図るため

地域住民に対し、防災に関する知識の普及・

啓発を図るとともに、災害時要援護者への対

応方法などについても登米市広報、防災チラシ、各種行政区行事など、民生委員児

童委員を通じて周知を行います。

また、外国人の雇用の多い事業所に対して、防災に係る研修会を開催するなど、
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事業所内での防災教育の実施を促していきます。

さらに、日ごろからコミュニケーションを図り、自宅の家具の固定などが自力で

できない災害時要援護者に対しては、代わりに固定するなど、互助意識をはぐくみ、

地域住民同士の支援体制を整備します。

                   

③ 社 会 福 祉 施 設 な ど と の 連 携

社会福祉施設などと地域住民とが、災害時において連携

を図ることができるよう、地域の防災訓練に施設の職員な

どが参加して、災害時要援護者の応急救助や介護方法の訓

練を行ったり、施設の防災訓練に地域住民が参加して、入所者の避難誘導の援助訓

練を行ったりするなど、平常時の防災訓練時から連携を図り、相互援助の体制整備

を推進します。

④ 災害時要援護者対策を含めた防災訓練

地域で実施する防災訓練において、災害時要援護者

の視点を取り入れ、平常時から準備をしておく必要が

あります。

その際、消防関係者（消防署、消防団、防災課）や

ボランティアなどの参加・協力を得ることも効果的で

すので指導していきます。

【避難場所までの避難訓練】

災害時要援護者に対する支援を的確に行うため、災害時要援護者と地域支援者が

参加して防災訓練を行い、避難支援プラン（個人計画）における留意点などを確認

しておきます。

特に、視覚障害者の場合は、避難場所までの経路を歩いて確認することが有効で

あり、また、車イスでの移動が必要な場合、避難場所までの間に通れない場所がな

いかどうかなども確認しておきます。

【 災 害 図 上 訓 練 】

市の関係課職員で、地図を囲みながら災害想定を条件設定し図上訓練を実施し、

災害時の要援護者の情報収集や、各関係課の役割分担等について常に確認しておき

ます。

４ 情 報 伝 達 手 段 の 整 備

災害時要援護者は、情報の受信・理解・判断・行動などの各段階でハンディキャ

ップを負っているため、災害発生時に、迅速かつ的確な指示ができるよう、各種の
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災害を想定してできるだけ多くの情報伝達手段を確保しておく必要があります。

また、災害時要援護者からの情報発信も可能なシステムを確保しておくと、平常

時における不測の事態への対応も可能となります。

５ 情 報 伝 達 手 段 の 確 保     

災害時の情報伝達手段としては、広報車、防災無線

の活用などさまざまなものがあります。特に、防災無

線については、受信機を各戸に設置する個別受信方式

の採用が有効です。

登米市では、平成２０年度に年次計画を策定し、防災行政ラジオを希望者に有償

で設置して行きます。

また、緊急情報は音声（サイレン、放送など）による情報伝達が中心となるため、聴覚障

害者への情報伝達には特に配慮が必要となります。聴覚障害者のコミュニケーショ

ンは個々によって異なるため、手話、筆談、身振り、絵、図などを用いて、その人

にあった方法で伝える必要があります。

                                       

※ ファクシミリを利用した情報ネットワークの構築、外出先でも情報が

入手できるよう携帯電話やインターネットを活用した情報受信システム

を構築します。

なお、情報伝達の際には、判断能力が不十分な災害時要援護者に

も理解してもらえるように分かりやすい言葉を用いて、外国語による情報提供を併せて行い

ます。

さらに、災害時要援護者からの情報発信手段としては、声を出しにくい障害者の

場合、緊急ホイッスルなどを携帯しておくと、倒壊家屋に閉じこめられた場合など

に、自分の居場所を伝えることができます。また、登米市においても、緊急通報装

置（対象者が身に付け、緊急時に簡単な操作により自動的に受信センター等へ通報

が可能なシステム）の給付や貸与による体制づくりを進めます。

６ 地 域 住 民 に よ る 情 報 伝 達

災害発生時においては、電話やファクシミリなどの通信手段が寸断されることも

予想されることから、そのような場合でも、災害時要援護者が情報から取り残され

ることなく速やかに避難できるよう、自主防災組織や行政区（自治会）などにおい

て、だれがだれに情報を伝えるかを決めておくなど、情報伝達手段を確立しておく

ことを指導していきます。

また、災害時要援護者自身においても、緊急時に情報を提供してもらえる人、安

否を確認してくれる人などを確保しておくように周知するとともに、地域における
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情報伝達訓練を実施することにより、災害発生時のスムーズな情報伝達を確保しま

す。

さらに、外国人については、日本語能力の不足などにより円滑なコミュニケーシ

ョンが困難な場合も予想されることから、外国人を含む地域住民と協力して災害情

報の伝達や防災知識の普及を図ります。

７ 社会福祉施設等の防災体制整備

社会福祉施設など（社会福祉施設、介護老人保健施設、病院）では、多くの災害

時要援護者が生活しており、災害時には、自ら施設の被害を最小限にとどめ、利用

者の安全確保に努めるための防災体制を整備するとともに、災害発生時には、在宅

の災害時要援護者の緊急受け入れ場所になるなど、地域にとって重要な役割を果た

すことが期待されています。                        

① 施 設 に お け る 防 災 対 策

社会福祉施設などにおいては、施設自体の安全性を高

める必要があります。

また、災害時に入所者や通所者の安全を守るためには、

施設職員などの適切な対応が必要となるため、利用者の安全な場所への避難誘導、

被災時における各職員の役割などを定めた災害時における各職員の対応マニュアル

を作成するなど、施設職員の緊急連絡体制、役割分担などを明確にしておきます。

特に、保育所などの通所施設では、災害発生時に利用者の保護者への引き渡し方法

についてあらかじめ明確に定め、保護者に周知しておくことが望まれます。

また、避難計画を策定し、防災訓練を定期的に実施することにより、災害時に適

切な対応ができる体制を整備する必要があります。特に、夜間などの職員体制が手

薄になる時間帯における防災訓練（夜間想定訓練も含む）や、土砂災害危険箇所な

ど、地域の特性に配慮した防災訓練を実施するよう指導していきます。

さらに、地域住民、近隣の同種施設、消防機関などと協力して、利用者の実態に

応じた協力が得られるような防災体制を整備し訓練を実施しておきます。

８ 地域における施設の位置付け

社会福祉施設などは、在宅の災害時要援護者の緊急受け入れ施設としての機能や

福祉サービスのノウハウなどを有しており、これらを有効活用できるよう災害時に

おける位置付けを明確にしておきます。
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社会福祉施設などにおいては、災害時における地域住民との相互協力体制につい

て明らかにしておくとともに、他地域の社会福祉施設などとも連携を図り、応援職

員の派遣などの協力体制を整備しておくことが望まれます。

また、市においては、状況に応じて緊急一時入所などの措置が迅速に行えるよう、

社会福祉施設などの施設機能を低下させない範囲内で災害時要援護者を優先的に受

け入れてもらうために、あらかじめ協定を締結して体制整備を図っておきます。

９ 必 要 物 資 の 備 蓄

一般的に、３日分の食糧などは自分で確保することが必要であると言われていま

すが、社会福祉施設などにおいても、最低３日間の施設運営が維持できるよう物資

の備蓄を行うことを指導していきます。

さらに、市が災害時に緊急に災害時要援護者の受け入れを依頼する予定の施設な

どにおいては、災害発生時のために食糧、飲料水、日常生活用品などのほか介護用

品や医薬品などの備蓄の確保をお願いします。

また、市では上記の必要物資については、関係する事業所などと協定書を締結し

ておき災害時に必要物資が確保できるように備えておきます。

10 避 難 施 設 の 整 備 等

災害発生時においては、災害時要援護者を含む多くの被災者が避難生活を送るこ

とになりますが、避難所の構造や設備の面で災害時要援護者への配慮が十分である

とは限らないために、避難所生活をする上でさまざまな問題が生じることがありま

す。

また、避難所における災害時要援護者への情報伝達方法や、食糧・日常生活用品・

介護用具の不備などの問題点も生じやすくなります。

このため、避難施設や避難生活に必要な物資などを整備するとともに、福祉避難

所の指定や、緊急入所などで協力を求めることになる社会福祉施設などと連携を図

っていきます。

① 避難施設や必要物資等の整備

避難所での生活は、多くの被災者による共同生活であり、避難者は不便な状況の

中で慣れない生活を営むこととなりますが、災害時要援護者にとっても、さまざま

な制約を強いられることとなります。

このため、災害時要援護者に配慮した生活環境を提供するため、避難所について

は、できる限り段差を解消したり、障害者用トイレを設置するなどのバリアフリー
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化を図ります。

また、食糧や飲料水、生活必需品などの必要物資の備蓄においても、災害時要援

護者に配慮することとし、おかゆや粉ミルクなどの非常食や紙おむつ、車イス、簡

易トイレなどの必要物資が、備蓄や協定の締結などにより速やかに調達できるよう

な体制を整備しておきます。

② 情 報 伝 達 手 段 の 確 保

避難所において、災害時要援護者の不安を取り除くとともにニーズを把握するた

めには、情報を確実に伝達したりコミュニケーションを確保することが重要になっ

てきます。

このため、災害時要援護者に対して円滑な情報伝達ができるように、多様な情報

伝達手段を用意することが必要であり、各避難所には最低限、掲示板、ラジオとテ

レビ、筆談用の紙と筆記用具を準備しておくとともに、文字放送対応テレビやファ

クシミリなどを設置します。

さらに、外国人のための通訳・翻訳協力者や手話通訳者、通訳ボランティアなど

を調査し、日ごろから連携を図り、災害時に協力を求める体制づくりを進めておき

ます。

市単独では、人材の確保が難しい場合もあることから、県に通訳ボランティアな

どの養成や人材情報の共有化などの体制整備を図るよう依頼していきます。

11 福 祉 避 難 所 の 指 定

避難所に避難した災害時要援護者のうち、避難所での生活に支障をきたす場合に、

相談等の必要な支援を受けられるなど、安心して生活ができる体制を整備した「福

祉避難所」をあらかじめ指定しておくとともに、一般的な避難所から福祉避難所へ

の移送についても、対象者、時期、移送方法などについて別紙協定に基づき定めて

います。

12 自主防災組織、ボランティアとの連携

災害発生時において、被災地でまず必要となるのは、自主防災組織を中心とした

地域での助け合いです。また、近年の大規模災害においては、各地から多くのボラ

ンティアが駆けつけ、多彩な活動が展開されていることから、災害時要援護者への

支援にあたっても、ボランティアが有効に活動できるよう、体制を整備しておきま

す。                     
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① 自 主 防 災 組 織 と の 連 携

災害時における応急活動が最大限の効果を

あげるためには、地域住民の防災組織である

自主防災組織に求められる役割は非常に大き

なものがあります。

特に、発災初期においては、市による応急救助活動が行われるまでに一定の時間

を要することは避けられないため、地域住民が相互に協力して災害時要援護者の救

出、避難誘導などにあたることが必要となります。このため、自主防災組織の結成

されていない地域にあっては、自主防災組織の整備を促進して行きます。

また、災害時要援護者自身においても、発災時に自主防災組織の援助が受けられ

るよう、日ごろから行政区（町内会など）の地域社会と交流を図り、コミュニケー

ションを密にしておくことなどを周知して行きます。

② 福 祉 ボ ラ ン テ ィ ア と の 連 携

阪神淡路大震災以降、災害ボランティア活動の重要性が認識されており、被災し

た不安定な日常の中で、災害時要援護者に対する継続的な日常生活支援、災害時要

援護者固有ニーズへの対応などを行う福祉ボランティアの役割は大きいと考えられ

ます。

こうした福祉ボランティアを円滑に受け入れ、各場面でその力を有効に発揮でき

る体制づくりのため、登米市社会福祉協議会などと連携を図り、登米市災害ボラン

ティアセンターの開設によるボランティアの受け入れや調整など、活動支援のあり

方について明確にしておきます。

また、ホームヘルパー、ガイドヘルパー、手話通訳者、外国語の通訳者、心理カ

ウンセラーなど専門的な技能を持ったボランティアが確保できるよう登米市社会福

祉協議会などと連携してボランティア登録を進め、関係団体やボランティア団体か

らの派遣の協力が得られるよう体制の整備をしておきます。
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１ 避難情報等の伝達・避難誘導、安否情報等の収集

災害発生時において情報が不足することは、被災者の不安をいっそう募らせるこ

ととなるため、多くの人々が被災した状況においても、災害時要援護者に的確な情

報を伝え、自主防災組織などの地域住民同士の助け合いにより、避難支援プラン（個

別計画）に基づき避難所へ誘導することが必要です。

２ 災 害 時 要 援 護 者 へ の 避 難 情 報 の 伝 達

災害が発生し、あるいは、発生する恐れのある場合には、あらゆる手段を活用し

て地域住民に対し、危険を知らせ、迅速な避難ができるよう情報を伝達することが

必要です。

この際、電話回線の混雑や停電などによる通信手段の途絶などにより、情報通信

機器を使用した情報伝達が機能しなくなる可能性もあるため、人的手段を併用する

ことが有効となります。

このため、自主防災組織などの地域における支援体制を活用して、災害時要援護

者の避難などが容易に行えるよう、災害の状況や住民がとるべき措置について情報

を伝達するとともに、避難行動を支援します。    

３ 災 害 時 要 援 護 者 に 対 す る 避 難 誘 導

発災直後の災害時要援護者の救出や避難誘導は、地域

における住民の手によるほか方法はありません。

このため、行政が機能するまでの間は、自主防災組織

などの地域住民による支援体制を活用して、災害時要援

護者の避難支援プラン(個別計画）に基づき避難誘導を行

うこととなります。

また、多人数の災害時要援護者が生活しているグループホームなどに対する避難

行動の支援も必要となります。

４ 災害時要援護者の安否確認情報の収集

市は、事前に把握した災害時要援護者の所在情報などに基づき、迅速に安否などの

状況を確認する必要があります。このため避難所に避難してきた災害時要援護者を
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把握するとともに、一緒に避難してきた地域住民などから、災害時要援護者の避難の

状況や家屋倒壊などにより救助が不可能な災害時要援護者が取り残されていないか

などの情報を収集します。

特に、人工透析を受けていたり、在宅で酸素吸入している患者など緊急の対応を要

する災害時要援護者の安否確認は、関係機関（医療機関、保健所など）や関係団体な

どと協力し、速やかに行う必要があります。

また、社会福祉施設などにおける被害の状況についても把握するとともに、一時入

所などの受け入れが可能かどうかも確認します。   

さらに、被災により保護者が監護などできなくなった要保護児童の状況把握に努め、

親族による受け入れや児童養護施設などへの受け入れなど、必要に応じて対応します。                   

５ 生 活 関 連 情 報 等 の 提 供

災害発生後の情報の不足や情報提供の遅れは、いっそうの不安感を募らせるため、正

確な情報を迅速に提供する必要があります。災害時要援護者が必要とする情報は、時間

の経過に伴い刻々と変化していくことを踏まえ、どこに行けばどのような物資が入手できる

かなどの情報を、ニーズに即して掲示板などにより提供していきます。

○提供する情報例

・災害発生直後に必要な、避難所、避難所への安全な経路、家族の安否などの避

難に関する情報

・食糧・飲料水、介護用品、日常生活用品などの生活必需物資の入手方法に関す

る情報

・保健・医療・福祉サービスなど生活支援情報

・罹災証明、応急仮設住宅の申し込み、ライフラインの復旧状況などの情報

６ 避 難 所 の 運 営 に お け る 支 援

災害時には、自宅に被害を受けた人があらかじめ指定された避難所に避難して、

しばらくの間、共同で生活することになります。避難所での生活は生活環境が急激

に変化するため、避難所運営においても、災害時要援護者に対する適切な配慮が必

要となります。

特に災害発生時期によって必要な支援も異なりますが、集団生活の中での各種感

染症による病気の発生の防止など衛生管理面での支援については、特に重点的に支

援していきます。
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７ 避 難 所 の 運 営 体 制

避難所を開設するにあたり、バリアフリー化されていない避難所については、で

きる限り出入り口の段差などを板などで解消し、車イスが通れる通路などの幅員を

十分に確保する必要があります。

また、部屋割りにあたっては、和室や空調設備

のある部屋を災害時要援護者に優先的に割り当て

居室とトイレを接近させるなどの配慮や、補装具

の装着・交換、おむつの交換、授乳などができる

場所の確保も必要となります。

さらに、環境の変化により精神的に不安定になる要援護者の場合、避難所の住民

とコミュニケーションが十分にとれず周囲とのトラブルの原因ともなるので、個室

を確保するなどの配慮を要することもあります。

８ 情 報 提 供

災害発生直後は、情報が不足しがちとなり、必要以上に不安感を抱くことになる

ため、ラジオやテレビを設置するなど報道機関の情報が得られるようにします。

なお、その際には、できるだけ文字放送対応機器も併せて準備します。

また、避難所内部における物資の供給場所や供給方法の連絡などの情報提供は、

拡声器などの音声によるものと併せて、掲示やビラなど文字による情報提供を実施

し、災害時要援護者にも情報が確実に提供できるよう配慮します。

なお、掲示物などについては、可能な限り、図やイラストを用いて、分かりやす

い表示に努めます。

９ 避 難 者 の ニ ー ズ へ の 対 応

                    食料品については、できる限り柔らかいものを提供

したり、乳児には粉ミルクを用意するなど、個々の災

害時要援護者のニーズに応じた供給ができるように努

めます。また、車イスや簡易トイレなどの介護用具、

おむつなどの生活用品についても可能な限り確保に努

めます。

                災害時要援護者は避難所においてさまざまな支援が

必要となることから、避難所内での巡回相談や相談窓

口の設置などにより支援ニーズを把握するとともに、

医師や保健師など医療関係者により、健康状態や精神

状態のチェックや、必要に応じて福祉避難所への移送

などを検討します。                       
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外国人は言語や生活習慣、文化の相違から生活に大きな支障が出る恐れがあるた

め、必要に応じて通訳ボランティアなどの協力を得て、多言語による外国人専用の

相談窓口を開設し、生活相談の実施やニーズなどの把握を行い、生活習慣、文化の

違いに配慮した支援に努めます。また、外国人が医療機関で診療を受ける場合や行

政窓口に赴く場合には、通訳者の同伴などのサービスを提供するなどの配慮を行う

必要があります。

国際交流プラザに常設している、外国人相談窓口を相談拠点として災害時の外国

人からの相談に対応していただき、通訳ボランティアなどの避難所などへの派遣を

依頼いたします。

10 被災した社会福祉施設等の対応

社会福祉施設などが被災した場合には、各施設に

おいて利用者の安否確認を行い、あらかじめ定めた

施設ごとの避難誘導方法などに従って、安全確保の

ために迅速な避難誘導など適切な対応を行うととも

に、必要に応じて入所者の状況を家族や関係機関に

連絡します。

また、施設の被災状況を把握して、二次災害の発生防止対策を講じるとともに、

被災状況によっては、入所者・保護者の意向を確認の上、入所者の緊急入所先など

の確保や家庭への引き取りなどの必要な支援を行います。

社会福祉施設などの被災状況の情報収集を迅速に進めるとともに、被災施設など

と連絡調整を行い、あらかじめ施設などで備蓄している物資では不足する場合の必

要物資の調達などの支援を行います。

11 被災しなかった社会福祉施設等の対応

被災をしなかった社会福祉施設などにおいては、在宅の被災者の緊急入所の必要

がでてくることが予想されるため、十分な食糧、飲料水、介護用品、医薬品などを

確保し、迅速に提供してもらうよう依頼します。

また、被災した社会福祉施設などの職員の被害状況によっては、応援職員の派遣

などの協力も必要になります。

12 福祉ボランティアとの連携

災害発生時には、市が実施する災害時要援護者支援だけで十分に対応することは

困難であり、福祉ボランティアに期待するところは大きいと考えられます。

各地から集まる福祉ボランティアの活動が有効に行われるためには、ボランティ

アの受け入れ体制を整えることが必要であるため、登米市社会福祉協議会などと連

携をとり、登米市迫町北方字大洞地内に登米市災害ボランティアセンターを開設し
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ます。

また、福祉ボランティアのマンパワーを有効活用するためには、被災者のニーズ

を十分に把握することが必要であるため、民生委員児童委員、地域包括支援センタ

ー、福祉活動推進員、保健活動推進員などの協力を得て、避難所や地域を巡回した

り、現場で被災者と接しているボランティアから情報を得たりして、災害時要援護

者のニーズを把握し、ボランティア活動の調整を行うことが必要になります。

また、災害時要援護者の支援ニーズは時間経過とともに変化することから、ニー

ズの把握を継続して行うことも必要です。

13 災害時要援護者に配慮した応急仮設住宅対策      

① 要援護者に配慮した応急仮設住宅の整備

仮設住宅に入所できても、要援護者にとって生活行動などに支障や制限されるよ

うな状態では、かえって要援護者にとっては不便な生活環境となます。

○トイレや浴室に手すりの設置

○敷居等にスロープの設置

○車いすで使用可能なトイレスペースの確保および

座高部便座の設置

○完全車いす対応のバリアフリー住宅
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14 要援護者に配慮した応急仮設住宅の入居募集および入居決定

市は、応急仮説住宅の入居募集に当たり、要援護者の特性に配慮した多用な広報

手段を用いる必要があります。

また、応急仮設住宅の入居決定に当たっては、避難所での生活に困難が伴う要援

護者を優先することが必要であり、例えば、要援護者の家族や地域支援者と組み合

わせた入居決定を行うなどの弾力的な対応も必要です。
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１ 各種支援対策について
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災害発生に伴い、要援護者は一般の被災者と比較して、心身により大きな影響を

受けている場合が多いと想定されます。

そこで、要援護者が一日も早く災害発生前の状態に戻れるように、仮設住宅など

においても、災害発生前に受けていた保健福祉サービスの継続提供が受けられるよ

う配慮することが必要です。

   

２ 復 興 期 に お け る メ ン タ ル ケ ア の 実 施

被災者は、災害発生時の恐怖や避難所での厳しい生活により、心的外傷後ストレ

ス障害を負う可能性がある。とりわけ、要援護者の場合は、その影響が一般の被災

者と比較して大きくなることが想定されるため、災害復興期においても要援護者の

状態に応じた的確なメンタルケアを継続的に行う必要があります。

市では保健師、民生委員児童委員などによる訪問、面接、相談を実施し現状の把

握と不安、ストレスの軽減に努めるとともに、災害によるＰＴＳＤ、ストレスに対

する正しい知識と対処方法、相談機関などの情報提供を行います。

更に、専門家（精神科医師、臨床心理士、ケースワーカーなど）により相談窓口

を設置し、各関係機関との連携をとりながらメンタルケアに取り組む体制を整備し

ます。

:w :w :w３ 要援護者に対する生活再建支援      

① 要援護者については、一般的に生活能力が低く、一般住民より手厚い生活支援策

が不可欠です。自らの力では災害発生前の生活状態まで回復させることが困難で



33

ある者に対しては、社会福祉協議会などの関係機関と連携して、生活再建に向け

た必要な支援を行います。

② 要援護者が居住する住宅の再建については、一般の被災者に比べて手厚い支援対

策が求められます。
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要援護者に対して生活再建に関する情報などについて

積極的に提供します。

なお、情報提供に当たっては、手話を付加したり要援

護者に配慮した情報提供に努めます。

             

・新聞、ラジオテレビなどマスメデ

イアを活用した情報提供。

・電話ファックス、インターネット

などによる相談も受け付ける相談

所の開設。

・点字などの広報紙による情報提供。


